
60

継続

継続

施策の方向（小項目）①協働事業を通じた意識啓発

事業
番号

事業名 事業概要 担当 区分

講座や講演会など、区民・区民団体等との協働事

業を実施します。

企画の段階からＮＰＯ法人や大学、企業等と協働

して、講座や講演会等を実施します。

121

122

区民・区民団体

等との協働事業

の実施

事業者等との協

働事業の実施

人権政策課

人権政策課

国、東京都、他自治体との連携

　条例で目指す社会づくりを推進するために、区の枠組みを超えて取り組むべき課題等がある場

合は、国や東京都との連携なくして進めることはできません。また、本区と同様、住民に最も身

近な行政機関である他自治体と情報交換等を行うことは、取組に向けた視野を広げ、より多様で

社会の変化に対応できる取組を増やすことにつながるため、積極的に連携し、区の施策に生かし

ていきます。

課題（中項目）４－４

継続

継続

施策の方向（小項目）①国、東京都、他自治体との連携強化

事業
番号

事業名 事業概要 担当 区分

国や東京都から提供された情報を共有するととも

に、各種調査等を通じて情報提供を行い、連携を

図ります。

他自治体と男女平等・共同参画及び性の多様性の

尊重に関する施策についての情報交換等を行い、

連携して施策を推進します。

123

124

国、東京都との

連携

他自治体との連

携

人権政策課

人権政策課
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目次

　前文

　第１章　総則（第１条―第７条）

　第２章　基本的施策（第８条―第１２条）

　第３章　目黒区男女平等・共同参画審議会

　　　　（第１３条―第２０条）

　第４章　目黒区男女平等・共同参画オンブーズ

　　　　（第２１条―第３０条）

　第５章　雑則（第３１条）

　付則

　基本的人権と法の下の平等は、日本国憲法が全ての人

に保障する権利である。これまでも目黒区は、人権と平

和が尊重される社会の実現を目指し、総合的に施策を展

開してきた。中でも、男女平等の実現に向けて先進的な

取組を行ってきたが、いまだなお、固定的な役割分担意

識や社会的な慣行、性別による差別的な取扱いは解消さ

れておらず、一層の積極的な取組が求められている。

　さらに、性の多様性についての社会的関心が高まる一

方、その理解は進んでいるとは言えず、性的指向及び性

自認に起因する差別的な取扱いの解消等が課題となって

いる。

　目黒区が、既に少子高齢社会が進行している都市とし

て、将来にわたり豊かで活力のある地域社会であるた

めに、男女が個人として尊重され、共に責任を分かち合

い、自らの意思によって、その能力を発揮し、家庭、地

域、職場などあらゆる分野において共同参画するととも

に、性の多様性が尊重されることにより、誰もが自分ら

しく生きていくことができる社会を形成することが重要

である。

　目黒区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画し

性の多様性を尊重する社会づくりについて理解と認識を

深め、その実現のために協働していかなければならない。

　私たちはここに、国や国際社会とも呼応し、男女が平

等で、あらゆる分野に共同参画するとともに、性の多様

性が尊重され、もって全ての人々の人権が尊重される豊

かな地域社会を実現することを決意し、この条例を制定

する。

　　　第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、男女が平等に共同参画し性の多様

性を尊重する社会づくりの推進に関し、その基本理念

を定め、目黒区（以下「区」という。）、事業者及び

区民の責務を明らかにし、区の施策の基本的事項を定

めることにより、男女が平等に共同参画し性の多様性

を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進し、

もって区民一人一人の人権が尊重され、性別等による

差別のない、真に男女が平等に共同参画することがで

き、性の多様性が尊重される豊かで活力ある地域社会

を実現することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社

会づくり　男女の平等な共同参画とともに、多様な

性的指向及び性自認の在り方が尊重される社会を形

成することをいう。

⑵　男女の平等な共同参画　男女が、性別等により差

別的な取扱いを受けることなく、個人として尊重さ

れ、個性と能力を発揮し、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって家庭、地域、職場などあら

ゆる分野における活動に共同参画し、かつ、責任を

分かち合うことをいう。

⑶　性的指向　自己の恋愛又は性愛の対象となる性別

についての指向をいう。

⑷　性自認　自己の性別についての認識をいう。

⑸　性別等　性別、性的指向及び性自認をいう。

⑹　事業者　営利、非営利等の別にかかわらず、区の

区域内（以下「区内」という。）において事業活動

を行う全ての個人、法人及び団体をいう。

⑺　区民　区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で

学ぶ全ての個人をいう。

（基本理念）

第３条　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する

社会づくりは、次の基本理念にのっとり、その推進が

図られなければならない。

⑴　全ての人の人権が尊重され、性別等により直接的

平成１４年３月
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又は間接的に差別的な取扱いを受けない社会を実現

すること。

⑵　多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、

誰もが自分らしい生き方を選択できること。

⑶　固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が

解消され、男女が性別にかかわらず、個人の個性や

能力を発揮し、その意欲や希望に沿って家庭生活と

社会生活の両立ができるよう、その責任を対等に分

かち合うこと。

⑷　男女が社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって家庭、職場又は地域において、意思決定及び

政策決定の過程に平等に共同参画すること。

⑸　教育の場において男女の平等な共同参画を推進し、

性の多様性を尊重すること。

⑹　区民は、国籍、性別等又は年齢にかかわらず、こ

の条例に定める権利を有すること。

（区の責務）

第４条　区は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同

参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を主要

な政策と位置付け、施策を策定し、総合的かつ計画的

に推進するものとする。

２　区は、国及び他の地方公共団体と連携して、男女が

平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを

推進するものとする。

３　区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重す

る社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画

的に推進するために、必要な体制の整備及び財政上の

措置を講ずるものとする。

（事業者の責務）

第５条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が平等に

共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについて

の理解と認識を深め、区が行う施策に協力するととも

に、事業活動を行うに当たり、男女が平等に共同参画

し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に努めるも

のとする。

（区民の責務）

第６条　区民は、基本理念にのっとり、男女が平等に共

同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについての

理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、

男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づ

くりの推進に主体的に努めるものとする。

（区、事業者及び区民の協働）

第７条　区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画

し性の多様性を尊重する社会づくりを協働して推進す

るものとする。

　　　第２章　基本的施策

（推進計画）

第８条　区長は、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進するた

めの計画（以下「推進計画」という。）を定めるもの

とする。

２　推進計画は、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりを推進するための目標、施策の方

向、行動指針その他重要な事項について定めるものと

する。

３　推進計画は、必要に応じて見直すものとする。

４　区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、こ

れを公表するものとし、事業者及び区民の理解と協力

を得るよう努めなければならない。

５　区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あ

らかじめ目黒区男女平等・共同参画審議会の意見を聴

かなければならない。

６　区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あ

らかじめ事業者及び区民の意見を反映させるために適

切な措置を講じなければならない。

（年次報告）

第９条　区長は、毎年、推進計画及び男女が平等に共同

参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関す

る施策の進捗状況を目黒区男女平等・共同参画審議会

に報告し、その意見を付けて、これを公表するものと

する。

（推進施策）

第10条　区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊

重する社会づくりを推進するため、次に掲げる施策を

行うものとする。

⑴　区民、事業者、区の職員、教員等に対する意識啓

発に関する施策

⑵　あらゆる教育及び学習の場における男女の平等な

共同参画と性の多様性についての理解と認識を普及

促進するための施策

⑶　生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重

される施策

⑷　男女間並びに配偶者や交際相手等の親密な関係に

ある、又はあった者の間及び家庭内におけるあらゆ

る暴力の根絶に向けた施策

⑸　職場、学校又は地域社会における性別による固定

的な役割分担や性別等による差別的な取扱いの根絶

に向けた施策

⑹　セクシュアル・ハラスメント（性的な言動（性的

指向及び性自認に関する偏見等に基づく言動を含

資
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目次

　前文

　第１章　総則（第１条―第７条）

　第２章　基本的施策（第８条―第１２条）

　第３章　目黒区男女平等・共同参画審議会

　　　　（第１３条―第２０条）

　第４章　目黒区男女平等・共同参画オンブーズ

　　　　（第２１条―第３０条）

　第５章　雑則（第３１条）

　付則

　基本的人権と法の下の平等は、日本国憲法が全ての人

に保障する権利である。これまでも目黒区は、人権と平

和が尊重される社会の実現を目指し、総合的に施策を展

開してきた。中でも、男女平等の実現に向けて先進的な

取組を行ってきたが、いまだなお、固定的な役割分担意

識や社会的な慣行、性別による差別的な取扱いは解消さ

れておらず、一層の積極的な取組が求められている。

　さらに、性の多様性についての社会的関心が高まる一

方、その理解は進んでいるとは言えず、性的指向及び性

自認に起因する差別的な取扱いの解消等が課題となって

いる。

　目黒区が、既に少子高齢社会が進行している都市とし

て、将来にわたり豊かで活力のある地域社会であるた

めに、男女が個人として尊重され、共に責任を分かち合

い、自らの意思によって、その能力を発揮し、家庭、地

域、職場などあらゆる分野において共同参画するととも

に、性の多様性が尊重されることにより、誰もが自分ら

しく生きていくことができる社会を形成することが重要

である。

　目黒区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画し

性の多様性を尊重する社会づくりについて理解と認識を

深め、その実現のために協働していかなければならない。

　私たちはここに、国や国際社会とも呼応し、男女が平

等で、あらゆる分野に共同参画するとともに、性の多様

性が尊重され、もって全ての人々の人権が尊重される豊

かな地域社会を実現することを決意し、この条例を制定

する。

　　　第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、男女が平等に共同参画し性の多様

性を尊重する社会づくりの推進に関し、その基本理念

を定め、目黒区（以下「区」という。）、事業者及び

区民の責務を明らかにし、区の施策の基本的事項を定

めることにより、男女が平等に共同参画し性の多様性

を尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進し、

もって区民一人一人の人権が尊重され、性別等による

差別のない、真に男女が平等に共同参画することがで

き、性の多様性が尊重される豊かで活力ある地域社会

を実現することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社

会づくり　男女の平等な共同参画とともに、多様な

性的指向及び性自認の在り方が尊重される社会を形

成することをいう。

⑵　男女の平等な共同参画　男女が、性別等により差

別的な取扱いを受けることなく、個人として尊重さ

れ、個性と能力を発揮し、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって家庭、地域、職場などあら

ゆる分野における活動に共同参画し、かつ、責任を

分かち合うことをいう。

⑶　性的指向　自己の恋愛又は性愛の対象となる性別

についての指向をいう。

⑷　性自認　自己の性別についての認識をいう。

⑸　性別等　性別、性的指向及び性自認をいう。

⑹　事業者　営利、非営利等の別にかかわらず、区の

区域内（以下「区内」という。）において事業活動

を行う全ての個人、法人及び団体をいう。

⑺　区民　区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で

学ぶ全ての個人をいう。

（基本理念）

第３条　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する

社会づくりは、次の基本理念にのっとり、その推進が

図られなければならない。

⑴　全ての人の人権が尊重され、性別等により直接的

平成１４年３月

目黒区条例第１号
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又は間接的に差別的な取扱いを受けない社会を実現

すること。

⑵　多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、

誰もが自分らしい生き方を選択できること。

⑶　固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が

解消され、男女が性別にかかわらず、個人の個性や

能力を発揮し、その意欲や希望に沿って家庭生活と

社会生活の両立ができるよう、その責任を対等に分

かち合うこと。

⑷　男女が社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって家庭、職場又は地域において、意思決定及び

政策決定の過程に平等に共同参画すること。

⑸　教育の場において男女の平等な共同参画を推進し、

性の多様性を尊重すること。

⑹　区民は、国籍、性別等又は年齢にかかわらず、こ

の条例に定める権利を有すること。

（区の責務）

第４条　区は、基本理念にのっとり、男女が平等に共同

参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を主要

な政策と位置付け、施策を策定し、総合的かつ計画的

に推進するものとする。

２　区は、国及び他の地方公共団体と連携して、男女が

平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを

推進するものとする。

３　区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重す

る社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画

的に推進するために、必要な体制の整備及び財政上の

措置を講ずるものとする。

（事業者の責務）

第５条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が平等に

共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについて

の理解と認識を深め、区が行う施策に協力するととも

に、事業活動を行うに当たり、男女が平等に共同参画

し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に努めるも

のとする。

（区民の責務）

第６条　区民は、基本理念にのっとり、男女が平等に共

同参画し性の多様性を尊重する社会づくりについての

理解と認識を深め、区が行う施策に協力するとともに、

男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づ

くりの推進に主体的に努めるものとする。

（区、事業者及び区民の協働）

第７条　区、事業者及び区民は、男女が平等に共同参画

し性の多様性を尊重する社会づくりを協働して推進す

るものとする。

　　　第２章　基本的施策

（推進計画）

第８条　区長は、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりを総合的かつ計画的に推進するた

めの計画（以下「推進計画」という。）を定めるもの

とする。

２　推進計画は、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりを推進するための目標、施策の方

向、行動指針その他重要な事項について定めるものと

する。

３　推進計画は、必要に応じて見直すものとする。

４　区長は、推進計画を定め、又は変更したときは、こ

れを公表するものとし、事業者及び区民の理解と協力

を得るよう努めなければならない。

５　区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あ

らかじめ目黒区男女平等・共同参画審議会の意見を聴

かなければならない。

６　区長は、推進計画を定め、又は変更するときは、あ

らかじめ事業者及び区民の意見を反映させるために適

切な措置を講じなければならない。

（年次報告）

第９条　区長は、毎年、推進計画及び男女が平等に共同

参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関す

る施策の進捗状況を目黒区男女平等・共同参画審議会

に報告し、その意見を付けて、これを公表するものと

する。

（推進施策）

第10条　区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊

重する社会づくりを推進するため、次に掲げる施策を

行うものとする。

⑴　区民、事業者、区の職員、教員等に対する意識啓

発に関する施策

⑵　あらゆる教育及び学習の場における男女の平等な

共同参画と性の多様性についての理解と認識を普及

促進するための施策

⑶　生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重

される施策

⑷　男女間並びに配偶者や交際相手等の親密な関係に

ある、又はあった者の間及び家庭内におけるあらゆ

る暴力の根絶に向けた施策

⑸　職場、学校又は地域社会における性別による固定

的な役割分担や性別等による差別的な取扱いの根絶

に向けた施策

⑹　セクシュアル・ハラスメント（性的な言動（性的

指向及び性自認に関する偏見等に基づく言動を含
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む。）によって、その言動を受けた個人の生活環境

を害したり、その言動を受けた個人の対応により不

利益を与えたりすることをいう。）の根絶に向けた

施策

⑺　男女が共に家庭生活と社会生活を両立するための

施策

⑻　少子高齢社会に対応した男女の平等な共同参画を

推進するための施策

⑼　政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程におけ

る男女の平等な共同参画を推進するための施策

⑽　社会のあらゆる分野における活動に参画する機会

についての格差を是正する積極的な措置を推進する

ための施策

⑾　メディア・リテラシー（多様な情報伝達媒体から

の情報を能動的に解釈し、批判する能力及び表現方

法としてこれらを利用して発信する能力をいう。）

を育成する施策

⑿　性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難

等の解消に向けた施策

⒀　前各号に掲げるもののほか、男女が平等に共同参

画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するた

めに必要な施策

（拠点施設）

第11条　区は、基本理念を実現するため、必要な調査研

究、情報の収集等を行い、区民等が活動するための拠

点施設を整備する。

（付属機関等の委員）

第12条　区の付属機関等の委員の構成は、男女別の委員

の数が均衡するよう努めなければならない。

　　　第３章　目黒区男女平等・共同参画審議会

（設置）

第13条　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する

社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的

に推進するため、区長の付属機関として目黒区男女平

等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置

く。

（所掌事項）

第14条　審議会は、推進計画に係る男女が平等に共同参

画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する

施策について調査、企画、立案等を行い、区長に意見

を述べることができる。

２　審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改

定その他の重要事項について調査及び審議を行う。

３　審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの

求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べ

ることができる。

４　審議会は、必要に応じて男女が平等に共同参画し性

の多様性を尊重する社会づくりの推進に関して、区長

に意見を述べることができる。

（組織）

第15条　審議会は、区長が委嘱する委員１５人以内を

もって組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員

の総数の１０分の６を超えてはならない。

（任期）

第16条　委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任

者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

（会長及び副会長）

第17条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の

うちから互選により定める。

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。

（招集）

第18条　審議会は、会長が招集する。

（定足数及び表決数）

第19条　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、

会議を開くことができない。

２　審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（関係機関等への協力要請）

第20条　審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者そ

の他委員以外の者に対し、審議会の会議への出席、説

明、意見又は資料の提出を求めることができる。

　　　第４章　目黒区男女平等・共同参画オンブーズ

（設置）

第21条　区長は、区民からの男女が平等に共同参画し性

の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項

についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人

権の侵害等についての救済の申出等を、適切かつ迅速

に処理するため、目黒区男女平等・共同参画オンブー

ズ（以下「オンブーズ」という。）を置く。

（申出の範囲）

第22条　区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、

次のとおりとする。

⑴　区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが

行う施策で、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害

するおそれのある事項
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⑵　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社

会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を

侵害する事項又は侵害するおそれのある事項

⑶　その他男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重

する社会づくりの推進を阻害する事項

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項につい

ては、申出をすることができない。

⑴　裁判所において係争中であるか、又は判決等の

あった事項

⑵　法令の規定により、不服申立て中であるか、又は

裁決等のあった事項

⑶　区議会等に請願、陳情等を行っている事項

⑷　オンブーズの行為に関する事項

（所掌事項）

第23条　オンブーズは、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴　前条第１項の規定による申出に係る審査

⑵　前条第１項第１号の規定による申出に基づく関係

機関等に対する資料の提出、説明等の要求及び必要

な是正の勧告、意見の表明等

⑶　前条第１項第２号又は第３号の規定による申出に

基づく関係者等に対する事情の聴取、資料の提出等

の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意

見の表明

⑷　前条第１項の規定による申出のうち、区の男女が

平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり

の推進に重大な影響を及ぼす等の事項に係る審議会

への調査及び審議の要求

（職務の遂行）

第24条　オンブーズは、独立してその職務を行う。

２　オンブーズは、前条に規定する是正の勧告又は要請、

意見の表明及び前条第４号の規定による要求を行うと

きは、合議によりその決定を行う。

３　前項の場合において、議事に直接の利害関係を有す

るオンブーズは、その議事に加わることができない。

４　オンブーズは、前条第４号の規定による要求を行う

際には、申出者の同意を得るものとし、必要な意見を

付けることができる。

（定数等）

第25条　オンブーズは、３人以内とし、男女が平等に共

同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に深

い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

（任期）

第26条　オンブーズの任期は２年とし、補欠者の任期は

前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

（解嘱）

第27条　区長は、オンブーズが心身の故障により職務の

遂行に堪えないと認めるとき又はオンブーズとして著

しくふさわしくない行為があると認めるときは、これ

を解嘱することができる。

２　オンブーズは、任期の満了又は前項に定める場合以

外は、その意に反して解嘱されない。

（守秘義務）

第28条　オンブーズは、職務上知ることができた秘密を

漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

（報酬の額）

第29条　オンブーズの報酬の額については、目黒区付属

機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１２月目黒区条例第２７号）第２条の規定にか

かわらず、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例（昭和３１年１２月目黒区条例第２８号）別

表に定める日額の限度額のうち特に高度な知識、経験

又は資格を要する業務に従事する者について定められ

た額の範囲内で区長が定める額とする。

（オンブーズへの協力義務等）

第30条　区及び区が出資する法人等で区長が定めるもの

は、オンブーズの職務の遂行に関し、その独立性を尊

重するとともに、オンブーズから出頭、説明、意見又

は資料の提出を求められたときは、協力しなければな

らない。

２　事業者及び区民は、オンブーズの職務の遂行に協力

するよう努めなければならない。

　　　第５章　雑則

（委任）

第31条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、別に定める。

　　　付　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４章

の規定は、規則で定める日から施行する。

（平成１４年規則第５７号で、平成１４年５月２０日か

ら施行）

　　　付　則（令和２年３月６日条例第２号）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２～６（省略）
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む。）によって、その言動を受けた個人の生活環境

を害したり、その言動を受けた個人の対応により不

利益を与えたりすることをいう。）の根絶に向けた

施策

⑺　男女が共に家庭生活と社会生活を両立するための

施策

⑻　少子高齢社会に対応した男女の平等な共同参画を

推進するための施策

⑼　政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程におけ

る男女の平等な共同参画を推進するための施策

⑽　社会のあらゆる分野における活動に参画する機会

についての格差を是正する積極的な措置を推進する

ための施策

⑾　メディア・リテラシー（多様な情報伝達媒体から

の情報を能動的に解釈し、批判する能力及び表現方

法としてこれらを利用して発信する能力をいう。）

を育成する施策

⑿　性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難

等の解消に向けた施策

⒀　前各号に掲げるもののほか、男女が平等に共同参

画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するた

めに必要な施策

（拠点施設）

第11条　区は、基本理念を実現するため、必要な調査研

究、情報の収集等を行い、区民等が活動するための拠

点施設を整備する。

（付属機関等の委員）

第12条　区の付属機関等の委員の構成は、男女別の委員

の数が均衡するよう努めなければならない。

　　　第３章　目黒区男女平等・共同参画審議会

（設置）

第13条　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する

社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的

に推進するため、区長の付属機関として目黒区男女平

等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置

く。

（所掌事項）

第14条　審議会は、推進計画に係る男女が平等に共同参

画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に関する

施策について調査、企画、立案等を行い、区長に意見

を述べることができる。

２　審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改

定その他の重要事項について調査及び審議を行う。

３　審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの

求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べ

ることができる。

４　審議会は、必要に応じて男女が平等に共同参画し性

の多様性を尊重する社会づくりの推進に関して、区長

に意見を述べることができる。

（組織）

第15条　審議会は、区長が委嘱する委員１５人以内を

もって組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員

の総数の１０分の６を超えてはならない。

（任期）

第16条　委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任

者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

（会長及び副会長）

第17条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の

うちから互選により定める。

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。

（招集）

第18条　審議会は、会長が招集する。

（定足数及び表決数）

第19条　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、

会議を開くことができない。

２　審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（関係機関等への協力要請）

第20条　審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者そ

の他委員以外の者に対し、審議会の会議への出席、説

明、意見又は資料の提出を求めることができる。

　　　第４章　目黒区男女平等・共同参画オンブーズ

（設置）

第21条　区長は、区民からの男女が平等に共同参画し性

の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項

についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人

権の侵害等についての救済の申出等を、適切かつ迅速

に処理するため、目黒区男女平等・共同参画オンブー

ズ（以下「オンブーズ」という。）を置く。

（申出の範囲）

第22条　区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、

次のとおりとする。

⑴　区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが

行う施策で、男女が平等に共同参画し性の多様性を

尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害

するおそれのある事項
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⑵　男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社

会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を

侵害する事項又は侵害するおそれのある事項

⑶　その他男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重

する社会づくりの推進を阻害する事項

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項につい

ては、申出をすることができない。

⑴　裁判所において係争中であるか、又は判決等の

あった事項

⑵　法令の規定により、不服申立て中であるか、又は

裁決等のあった事項

⑶　区議会等に請願、陳情等を行っている事項

⑷　オンブーズの行為に関する事項

（所掌事項）

第23条　オンブーズは、次に掲げる事務をつかさどる。

⑴　前条第１項の規定による申出に係る審査

⑵　前条第１項第１号の規定による申出に基づく関係

機関等に対する資料の提出、説明等の要求及び必要

な是正の勧告、意見の表明等

⑶　前条第１項第２号又は第３号の規定による申出に

基づく関係者等に対する事情の聴取、資料の提出等

の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意

見の表明

⑷　前条第１項の規定による申出のうち、区の男女が

平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり

の推進に重大な影響を及ぼす等の事項に係る審議会

への調査及び審議の要求

（職務の遂行）

第24条　オンブーズは、独立してその職務を行う。

２　オンブーズは、前条に規定する是正の勧告又は要請、

意見の表明及び前条第４号の規定による要求を行うと

きは、合議によりその決定を行う。

３　前項の場合において、議事に直接の利害関係を有す

るオンブーズは、その議事に加わることができない。

４　オンブーズは、前条第４号の規定による要求を行う

際には、申出者の同意を得るものとし、必要な意見を

付けることができる。

（定数等）
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（任期）

第26条　オンブーズの任期は２年とし、補欠者の任期は

前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

（解嘱）

第27条　区長は、オンブーズが心身の故障により職務の
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２　オンブーズは、任期の満了又は前項に定める場合以

外は、その意に反して解嘱されない。

（守秘義務）

第28条　オンブーズは、職務上知ることができた秘密を

漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

（報酬の額）

第29条　オンブーズの報酬の額については、目黒区付属

機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１２月目黒区条例第２７号）第２条の規定にか

かわらず、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例（昭和３１年１２月目黒区条例第２８号）別

表に定める日額の限度額のうち特に高度な知識、経験

又は資格を要する業務に従事する者について定められ

た額の範囲内で区長が定める額とする。
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　　　第５章　雑則
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第31条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、別に定める。

　　　付　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４章

の規定は、規則で定める日から施行する。

（平成１４年規則第５７号で、平成１４年５月２０日か

ら施行）

　　　付　則（令和２年３月６日条例第２号）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２～６（省略）

資

　
　料



66

　２　目黒区男女平等・共同参画推進計画改定までの経過

令和元年度男女平等・共同参画審議会第1回計画改定小委員会

目黒区男女平等・共同参画推進計画改定を政策決定会議で決定

令和元年度第6回男女平等・共同参画審議会
「社会情勢の変化に対応した『目黒区男女平等・共同参画推進計画』の
改定の考え方について」（諮問）

令和元年度男女平等・共同参画審議会第2回計画改定小委員会

令和元年度男女平等・共同参画審議会第3回計画改定小委員会

令和元年度男女平等・共同参画審議会第4回計画改定小委員会

令和元年度第8回男女平等・共同参画審議会

令和元年度第9回男女平等・共同参画審議会（新型コロナウイルス感染
症の影響により中止。答申案の書面確認のみ実施）

「社会情勢の変化に対応した『目黒区男女平等・共同参画推進計画』の
改定の考え方について」（答申）

答申を政策決定会議報告、全管理職に情報提供

計画の延伸と計画改定の延期を決定

計画の延伸と計画改定の延期を政策決定会議報告

令和3年度第1回人権・男女平等多様性推進担当者会議

令和3年度第4回男女平等・共同参画審議会

令和3年度第3回人権・男女平等多様性推進担当者会議

改定計画素案を政策決定会議で決定

改定計画素案についてのパブリックコメントを実施

令和3年度第5回男女平等・共同参画審議会

令和3年度第4回人権・男女平等多様性推進担当者会議

改定計画案を政策決定会議で決定

改定計画を決定

経　　　　　過日付・時期

令和元年9月20日

令和元年10月4日

令和元年10月25日

令和元年11月20日

令和元年12月20日

令和2年1月17日

令和2年2月6日

令和2年3月9日

令和2年3月27日

令和2年4月23日

令和2年6月11日

令和2年6月15日

令和3年5月26日

令和3年10月14日

令和3年10月21日

令和3年11月4日

令和3年11月14日
　　 ～12月15日

令和4年1月26日

令和4年2月2日

令和4年2月16日

令和4年2月28日
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　３　目黒区男女平等・共同参画審議会委員名簿

資

　
　料

弁護士

日本大学法学部特任教授

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会常

務理事

／資生堂ジャパン株式会社 メディア戦略部

エグゼクティブマネージャー

社会保険労務士

明治大学情報コミュニケーション学部准教授

認定ＮＰＯ法人　ＲｅＢｉｔ　代表理事

中央大学名誉教授

目黒女性団体連絡会

目黒区男女平等条例を推進する会

公益社団法人　目黒法人会

目黒区立小学校ＰＴＡ連合会

目黒区男女平等条例を推進する会

（平成30年6月～令和2年5月は公募区民）

目黒女性団体連絡会

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

（平成30年6月～令和2年5月は目黒区立小学

校ＰＴＡ連合会）

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

任　期 肩書・選出団体等氏　名

　岩田　拓朗

◎神尾　真知子

○小出　誠

　小林　富佐子

　

　田中　洋美

　藥師　実芳

　
山田　省三

　石塚　英子

　大本　郁子

　片渕　茂治

　金子　賢典

　
久保　鈴子

　郡　玲子

　佐藤　睦子

　
田嶋　慎治

　日吉　勝己

　和田　薫

平成30年6月～

平成30年6月～

平成30年6月～

平成30年6月～

令和2年6月～

令和元年5月～

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年5月

令和3年5月～

令和2年6月～

令和3年4月

平成31年4月～

令和2年1月

令和2年1月～

令和2年5月

◎会長　○副会長

学
識
経
験
者

区
内
関
係
団
体
等
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令和元年度男女平等・共同参画審議会第1回計画改定小委員会

目黒区男女平等・共同参画推進計画改定を政策決定会議で決定

令和元年度第6回男女平等・共同参画審議会
「社会情勢の変化に対応した『目黒区男女平等・共同参画推進計画』の
改定の考え方について」（諮問）
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令和元年度第8回男女平等・共同参画審議会

令和元年度第9回男女平等・共同参画審議会（新型コロナウイルス感染
症の影響により中止。答申案の書面確認のみ実施）

「社会情勢の変化に対応した『目黒区男女平等・共同参画推進計画』の
改定の考え方について」（答申）

答申を政策決定会議報告、全管理職に情報提供

計画の延伸と計画改定の延期を決定

計画の延伸と計画改定の延期を政策決定会議報告

令和3年度第1回人権・男女平等多様性推進担当者会議

令和3年度第4回男女平等・共同参画審議会
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令和3年度第5回男女平等・共同参画審議会
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改定計画案を政策決定会議で決定

改定計画を決定

経　　　　　過日付・時期
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令和元年10月4日

令和元年10月25日

令和元年11月20日

令和元年12月20日

令和2年1月17日

令和2年2月6日

令和2年3月9日

令和2年3月27日

令和2年4月23日

令和2年6月11日
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令和3年10月14日

令和3年10月21日

令和3年11月4日

令和3年11月14日
　　 ～12月15日

令和4年1月26日

令和4年2月2日

令和4年2月16日

令和4年2月28日
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　３　目黒区男女平等・共同参画審議会委員名簿

資

　
　料

弁護士

日本大学法学部特任教授

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会常

務理事

／資生堂ジャパン株式会社 メディア戦略部

エグゼクティブマネージャー

社会保険労務士

明治大学情報コミュニケーション学部准教授

認定ＮＰＯ法人　ＲｅＢｉｔ　代表理事

中央大学名誉教授

目黒女性団体連絡会

目黒区男女平等条例を推進する会

公益社団法人　目黒法人会

目黒区立小学校ＰＴＡ連合会

目黒区男女平等条例を推進する会

（平成30年6月～令和2年5月は公募区民）
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校ＰＴＡ連合会）

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

任　期 肩書・選出団体等氏　名

　岩田　拓朗

◎神尾　真知子

○小出　誠

　小林　富佐子

　

　田中　洋美

　藥師　実芳

　
山田　省三

　石塚　英子

　大本　郁子

　片渕　茂治

　金子　賢典

　
久保　鈴子

　郡　玲子

　佐藤　睦子

　
田嶋　慎治

　日吉　勝己

　和田　薫

平成30年6月～

平成30年6月～

平成30年6月～

平成30年6月～

令和2年6月～

令和元年5月～

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年5月

令和3年5月～

令和2年6月～

令和3年4月

平成31年4月～

令和2年1月

令和2年1月～

令和2年5月

◎会長　○副会長
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識
経
験
者

区
内
関
係
団
体
等



68

任　期 肩書・選出団体等氏　名

　石尾　ゆかり

　菅原　真美

　田島　久江

　
戸口　由美子

　福田　雄彦

　宮田　修

　渡辺　一雄

令和2年6月～

令和2年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

令和2年6月～

※敬称省略、任期は平成30（2018）年6月以降を記載、肩書・選出団体等は令和4（2022）年1月又は退任日時点を記載。

公
募
区
民
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　４　男女平等・共同参画推進に向けての主な動き

1975

（昭和50）

1976

（昭和51）

1977

（昭和52）

1978

（昭和53）

1979

（昭和54）

1980

（昭和55）

1981

（昭和56）

1982

（昭和57）

1983

（昭和58）

1984

（昭和59）

・国際婦人年世界会議（メ

キシコシティ）

○「婦人の平等と開発と平

和への婦人の寄与に関す

る1975年メキシコ宣言｣採

択

○1976～1985年を「国連婦

人の10年」と宣言

○「世界行動計画」採択

・「国際婦人の10年」のス

タート

　

　

・第34回国連総会で「女子

差別撤廃条約」採択

・「国連婦人の10年」1980

年世界会議（コペンハー

ゲン）

○サブテーマ「雇用・健

康・教育」

○女子差別撤廃条約署名式

(57カ国）

○国連婦人の10年後半期行

動プログラム採択

･第67回ＩＬＯ総会でＩＬＯ

第156号条約（家族的責

任を有する労働者条約）

を採択

・総理府に「婦人問題企画推

進本部」設置

「婦人問題企画推進会議」開

催

・総理府婦人問題担当室設   

置

・民法改正（離婚後婚氏続称

制度の新設）

・国立婦人教育会館開館

・国内行動計画策定

○計画期間：昭和52～61年度

・国内行動計画前期重点目標

発表

・総理府「婦人の現状と施策

―国内行動計画に関する第

1回報告書」発表

　

　

･「女子差別撤廃条約」に署

名

・国内行動計画後期重点目標

決定

　

　

・国籍における父母両系主義

採用　

･国際婦人年婦人のつどい開催

・都民生活局婦人計画課設置

　

・東京都婦人問題会議答申「東

京都行動計画策定に当たって

の基本的な考え方と施策の方

向性について」

・婦人問題解決のための東京都

行動計画策定

○計画期間：昭和54～60年度

　

　

　

・東京都婦人問題協議会答申

「『国連婦人の10年』後半期

における東京都婦人関係施策

のあり方について」

・婦人問題解決のための新東京

都行動計画「男女の平等と共

同参加へのとうきょうプラ

ン」策定

○計画期間：昭和58～平成2年

度

　

　

・長期計画推進会議の

下部組織に婦人担当

者会議設置

　

・婦人問題担当設置

・婦人問題懇話会設置

　

・婦人問題懇話会提言

・婦人総合計画策定

国連関係年 国 東京都 目黒区

資

　
　料
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任　期 肩書・選出団体等氏　名

　石尾　ゆかり

　菅原　真美

　田島　久江

　
戸口　由美子

　福田　雄彦

　宮田　修

　渡辺　一雄

令和2年6月～

令和2年6月～

令和2年6月～

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

平成30年6月～

令和2年5月

令和2年6月～

※敬称省略、任期は平成30（2018）年6月以降を記載、肩書・選出団体等は令和4（2022）年1月又は退任日時点を記載。
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募
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・「国連婦人の10年」1980

年世界会議（コペンハー

ゲン）

○サブテーマ「雇用・健

康・教育」

○女子差別撤廃条約署名式

(57カ国）

○国連婦人の10年後半期行

動プログラム採択

･第67回ＩＬＯ総会でＩＬＯ

第156号条約（家族的責

任を有する労働者条約）

を採択

・総理府に「婦人問題企画推

進本部」設置

「婦人問題企画推進会議」開

催

・総理府婦人問題担当室設   

置

・民法改正（離婚後婚氏続称

制度の新設）

・国立婦人教育会館開館

・国内行動計画策定

○計画期間：昭和52～61年度

・国内行動計画前期重点目標

発表

・総理府「婦人の現状と施策

―国内行動計画に関する第

1回報告書」発表

　

　

･「女子差別撤廃条約」に署

名

・国内行動計画後期重点目標

決定

　

　

・国籍における父母両系主義

採用　

･国際婦人年婦人のつどい開催

・都民生活局婦人計画課設置

　

・東京都婦人問題会議答申「東

京都行動計画策定に当たって

の基本的な考え方と施策の方

向性について」

・婦人問題解決のための東京都

行動計画策定

○計画期間：昭和54～60年度

　

　

　

・東京都婦人問題協議会答申

「『国連婦人の10年』後半期

における東京都婦人関係施策

のあり方について」

・婦人問題解決のための新東京

都行動計画「男女の平等と共

同参加へのとうきょうプラ

ン」策定

○計画期間：昭和58～平成2年

度

　

　

・長期計画推進会議の

下部組織に婦人担当

者会議設置

　

・婦人問題担当設置

・婦人問題懇話会設置

　

・婦人問題懇話会提言

・婦人総合計画策定

国連関係年 国 東京都 目黒区

資

　
　料
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1985

（昭和60）

1986

（昭和61）

1987

（昭和62）

1988

（昭和63）

1989

（平成元）

1990

（平成2）

1991

（平成3）

1992

（平成4）

1993

（平成5）

1994

（平成6）

1995

（平成7）

1996

（平成8）

・「国連婦人の10年」最終

年世界会議（ナイロビ）

○2000年までに少なくとも

１回の世界会議を開くこ

とを決議

○婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略（372

項目）採択

　

　

　

　

・ナイロビ将来戦略に関す

る第1回見直しと評価に

伴う勧告及び結論

　

　

・世界人権会議（ウィー

ン）

・女性に対する暴力撤廃宣

言

・世界人口・開発会議（カ

イロ）

○リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツを打ち出した

行動計画を採択

・第4回世界女性会議（北

京）

・行動網領採択

・女子差別撤廃条約批准

・育児休業法成立（女子教育

職員、看護婦、保母等のみ

対象）

・民法一部改正（離婚時の氏

使用可能等）

・国籍法、戸籍法、一部改

正・施行（父系血統主義か

ら父母両系血統主義へ）

･男女雇用機会均等法成立

・「婦人問題企画推進有識者

会議」開催

・西暦2000年に向けての新国

内行動計画

○計画期間：昭和62～平成12

年度

　

・パートタイム労働指針制定

　

・西暦2000年に向けての新国

内行動計画第一次改定

○計画期間：平成3～7年度

・育児休業法成立

・婦人問題担当大臣設置

・パートタイム労働法成立

・総理府男女共同参画室設  

置

・育児休業法改正、育児・介

護休業法成立（介護休業制

度を法制化。平成11年から

は休業の制度化が事業主の

義務）

・ＩＬＯ156号条約批准

・男女共同参画2000年プラ 

ン

○計画期間：平成12年度まで

・東京都婦人問題協議会報告

「男女平等の社会的風土づく

り」

　

・東京都婦人問題協議会報告

「21世紀へ向けての新たな展

開」

　

・東京都婦人問題協議会報告

「21世紀へ向け男女平等の実

現をめざして」

・東京都女性問題協議会報告

「21世紀へ向け女性問題解決

のための新たな行動計画の策

定について」

・女性問題解決のための東京都

行動計画「21世紀へ男女平等

推進とうきょうプラン」策定

○計画期間：平成3～12年度

・東京都男女平等推進基金設置

・財団法人東京女性財団設立

・東京都女性問題協議会報告

「男女平等の社会的風土づく

り」

　

・東京都女性問題協議会報告

「都政における男女平等施策

の新たな展開に向けて」

・東京ウィメンズプラザ開館

・婦人問題に関する職

員意識調査実施

　

・第1回目黒女性のつ

どい開催

・婦人情報センター

（仮称）建設決定

・婦人問題に関する意

識と実態調査実施

　

・女性問題懇話会設置

・女性政策課新設

・女性情報センター開館

・女性問題懇話会提言

・女性計画策定

○計画期間：平成5～15

年度

・女性計画推進委員会

設置

国連関係年 国 東京都 目黒区

71

1997

（平成9）

1998

（平成10）

1999

（平成11）

2000

（平成12）

2001

（平成13）

2002

（平成14）

2003

（平成15）

2004

（平成16）

　

　

・女子差別撤廃条約選択議

定書採択　

・国連特別総会「女性2000

年会議」（ニューヨー

ク）

・男女雇用機会均等法改正

（一部を除き平成11年4月1

日施行、差別解消努力義務

から差別禁止規定へ、セク

ハラ防止、ポジティブ・ア

クションへの対応）

・労働基準法一部改正（女性

の時間外・休日労働、深夜

業規制を解消等）

・育児・介護休業法一部改正

（労働者の深夜業制限の制

度創設）

・「婦人週間」を「女性週

間」に変更　

・男女共同参画社会基本法成

立・施行

・ストーカー規制法成立

・男女共同参画基本計画策定

○計画期間（施策）：平成13

～17年度）

・内閣府男女共同参画局設置

・配偶者暴力防止法成立

　

・次世代育成支援対策推進法

成立

・配偶者暴力防止法一部改正

（暴力に精神的暴力を含

め、対象に元配偶者も含め

る、子への接近禁止命令を

可能に）

・育児・介護休業法一部改正

（対象者の拡大、育休期間

延長、介護休業の取得回数

制限の緩和、子の看護休暇

創設）

・東京都女性問題協議会報告

「男女が平等に参画するまち

東京」

・男女平等推進のための東京都

行動計画「男女が平等に参画

するまち東京プラン」策定

○計画期間：平成10～19年度

・東京都女性問題協議会報告 

「男女平等参画の推進に関す

る条例の基本的な考え方につ

いて」

　

・東京都男女平等参画基本条例

成立・施行

・東京都男女平等参画審議会答

申「男女平等参画のための東

京都行動計画の基本的考え

方」

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2002」策定

○計画期間：平成14～18年度

・配偶者暴力相談支援センター  

業務を開始

・財団法人東京女性財団解散

・東京都男女平等推進基金廃止  

・東京都男女平等参画審議会調

査審議報告「配偶者暴力に関

する被害実態の把握・分析及

び対策について」

・男女共同参画懇話会

設置

・区民意識・実態調査

実施

・男女共同参画懇話会

答申

・男女平等推進計画策

定

○計画期間：平成11～

20年度

・男女平等推進委員会

設置

・人権政策課に名称変

更

・男女平等推進委員会

提言

・男女平等参画懇話会

設置、答申

・「男女が平等に共同

参画する社会づくり

条例｣制定

・男女平等・共同参画

審議会設置

・男女平等・共同参画

オンブーズ設置

・男女平等・共同参画

に関する意識実態調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・「女性センター」の

名称を「男女平等・

共同参画センター」

に変更

・男女平等・共同参画

推進計画策定

○計画期間：平成16～

22年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

国連関係年 国 東京都 目黒区

資

　
　料
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1985

（昭和60）

1986

（昭和61）

1987

（昭和62）

1988

（昭和63）

1989

（平成元）

1990

（平成2）

1991

（平成3）

1992

（平成4）

1993

（平成5）

1994

（平成6）

1995

（平成7）

1996

（平成8）

・「国連婦人の10年」最終

年世界会議（ナイロビ）

○2000年までに少なくとも

１回の世界会議を開くこ

とを決議

○婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略（372

項目）採択

　

　

　

　

・ナイロビ将来戦略に関す

る第1回見直しと評価に

伴う勧告及び結論

　

　

・世界人権会議（ウィー

ン）

・女性に対する暴力撤廃宣

言

・世界人口・開発会議（カ

イロ）

○リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツを打ち出した

行動計画を採択

・第4回世界女性会議（北

京）

・行動網領採択

・女子差別撤廃条約批准

・育児休業法成立（女子教育

職員、看護婦、保母等のみ

対象）

・民法一部改正（離婚時の氏

使用可能等）

・国籍法、戸籍法、一部改

正・施行（父系血統主義か

ら父母両系血統主義へ）

･男女雇用機会均等法成立

・「婦人問題企画推進有識者

会議」開催

・西暦2000年に向けての新国

内行動計画

○計画期間：昭和62～平成12

年度

　

・パートタイム労働指針制定

　

・西暦2000年に向けての新国

内行動計画第一次改定

○計画期間：平成3～7年度

・育児休業法成立

・婦人問題担当大臣設置

・パートタイム労働法成立

・総理府男女共同参画室設  

置

・育児休業法改正、育児・介

護休業法成立（介護休業制

度を法制化。平成11年から

は休業の制度化が事業主の

義務）

・ＩＬＯ156号条約批准

・男女共同参画2000年プラ 

ン

○計画期間：平成12年度まで

・東京都婦人問題協議会報告

「男女平等の社会的風土づく

り」

　

・東京都婦人問題協議会報告

「21世紀へ向けての新たな展

開」

　

・東京都婦人問題協議会報告

「21世紀へ向け男女平等の実

現をめざして」

・東京都女性問題協議会報告

「21世紀へ向け女性問題解決

のための新たな行動計画の策

定について」

・女性問題解決のための東京都

行動計画「21世紀へ男女平等

推進とうきょうプラン」策定

○計画期間：平成3～12年度

・東京都男女平等推進基金設置

・財団法人東京女性財団設立

・東京都女性問題協議会報告

「男女平等の社会的風土づく

り」

　

・東京都女性問題協議会報告

「都政における男女平等施策

の新たな展開に向けて」

・東京ウィメンズプラザ開館

・婦人問題に関する職

員意識調査実施

　

・第1回目黒女性のつ

どい開催

・婦人情報センター

（仮称）建設決定

・婦人問題に関する意

識と実態調査実施

　

・女性問題懇話会設置

・女性政策課新設

・女性情報センター開館

・女性問題懇話会提言

・女性計画策定

○計画期間：平成5～15

年度

・女性計画推進委員会

設置

国連関係年 国 東京都 目黒区

71

1997

（平成9）

1998

（平成10）

1999

（平成11）

2000

（平成12）

2001

（平成13）

2002

（平成14）

2003

（平成15）

2004

（平成16）

　

　

・女子差別撤廃条約選択議

定書採択　

・国連特別総会「女性2000

年会議」（ニューヨー

ク）

・男女雇用機会均等法改正

（一部を除き平成11年4月1

日施行、差別解消努力義務

から差別禁止規定へ、セク

ハラ防止、ポジティブ・ア

クションへの対応）

・労働基準法一部改正（女性

の時間外・休日労働、深夜

業規制を解消等）

・育児・介護休業法一部改正

（労働者の深夜業制限の制

度創設）

・「婦人週間」を「女性週

間」に変更　

・男女共同参画社会基本法成

立・施行

・ストーカー規制法成立

・男女共同参画基本計画策定

○計画期間（施策）：平成13

～17年度）

・内閣府男女共同参画局設置

・配偶者暴力防止法成立

　

・次世代育成支援対策推進法

成立

・配偶者暴力防止法一部改正

（暴力に精神的暴力を含

め、対象に元配偶者も含め

る、子への接近禁止命令を

可能に）

・育児・介護休業法一部改正

（対象者の拡大、育休期間

延長、介護休業の取得回数

制限の緩和、子の看護休暇

創設）

・東京都女性問題協議会報告

「男女が平等に参画するまち

東京」

・男女平等推進のための東京都

行動計画「男女が平等に参画

するまち東京プラン」策定

○計画期間：平成10～19年度

・東京都女性問題協議会報告 

「男女平等参画の推進に関す

る条例の基本的な考え方につ

いて」

　

・東京都男女平等参画基本条例

成立・施行

・東京都男女平等参画審議会答

申「男女平等参画のための東

京都行動計画の基本的考え

方」

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2002」策定

○計画期間：平成14～18年度

・配偶者暴力相談支援センター  

業務を開始

・財団法人東京女性財団解散

・東京都男女平等推進基金廃止  

・東京都男女平等参画審議会調

査審議報告「配偶者暴力に関

する被害実態の把握・分析及

び対策について」

・男女共同参画懇話会

設置

・区民意識・実態調査

実施

・男女共同参画懇話会

答申

・男女平等推進計画策

定

○計画期間：平成11～

20年度

・男女平等推進委員会

設置

・人権政策課に名称変

更

・男女平等推進委員会

提言

・男女平等参画懇話会

設置、答申

・「男女が平等に共同

参画する社会づくり

条例｣制定

・男女平等・共同参画

審議会設置

・男女平等・共同参画

オンブーズ設置

・男女平等・共同参画

に関する意識実態調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・「女性センター」の

名称を「男女平等・

共同参画センター」

に変更

・男女平等・共同参画

推進計画策定

○計画期間：平成16～

22年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

国連関係年 国 東京都 目黒区

資
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2005

（平成17）

2006

（平成18）

2007

（平成19）

2008

（平成20）

2009

（平成21）

2010

（平成22）

2011

（平成23）

・国連「北京＋10」世界閣

僚級会合（ニューヨー

ク）

○女性の地位向上宣言

　

　

　

・女子差別撤廃委員会が第

6回日本審査の総括所見

発表

・国連「北京＋15」記念会

合（ニューヨーク）

○「宣言」採択

・ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのため

の国連機関（UN　Women） 

正式発足

・第2次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）：平成18

～22年度

・男女雇用機会均等法改正

（男女双方に対する差別の

禁止、間接差別の禁止、妊

娠・出産等を理由とする不

利益取扱いの禁止、セクハ

ラ対策の措置義務化）

・｢仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章｣及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」

策定（仕事と生活の調和推

進官民トップ会議）

・配偶者暴力防止法一部改正

（生命等に危険が及ぶ脅迫

を対象に、裁判所による被

害者に対する禁止行為命令

の拡充等）

・パートタイム労働法一部改

正（均衡のとれた待遇の確

保の促進、通常の労働者へ

の転換の推進等）

・労働基準法一部改正（時間

外労働の削減、年次有給休

暇の有効活用）

・次世代育成支援対策推進法

一部改正（行動計画の公表

及び従業員への周知の義務

化、行動計画の届出義務企

業の拡大）

・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

基本的な方針」改定

・育児・介護休業法一部改正

（子育て期間中の働き方の

見直し、父親も子育てがで

きる働き方の実現、仕事と

介護の両立支援等）

・「仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)憲

章｣及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」

改定（仕事と生活の調和推

進官民トップ会議）

・第3次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）：平成23

～27年度

・「次世代育成支援東京都行動

計画」策定

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」策定

○計画期間平成18～20年度

・東京都男女平等参画審議会   

答申「男女平等参画のための

東京都行動計画の改定にあ

たっての基本的考え方につい

て」

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2007」策定

○計画期間：平成19～23年度

　

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」改定

○計画期間：平成21～23年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

に関する意識実態調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・職員の男女平等･共

同参画に関する意識

調査実施

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：平成23～

27年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施（対象2,000人）
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2012

（平成24）

2013

（平成25）

2014

（平成26）

2015

（平成27）

2016

（平成28）

・第56回国連婦人の地位委

員会　「自然災害とジェ

ンダー」決議案採択

・第1回女性に関するASEAN

閣僚級会合開催（ラオ

ス）

・国連「北京＋20」記念会

合（ニューヨーク）

・UN Women 日本事務所開設

・「持続可能な開発のため

の2 0 3 0アジェンダ」

（SDGs）採択

・第60回国連女性の地位委

員会(女性のエンパワー

メントと持続可能な開発

との関連性、女性・女児

に対する暴力の撤廃及び

防止等)

・｢女性の活躍促進による経

済活性化｣行動計画～働く｢

なでしこ｣大作戦～策定

・子ども・子育て関連3法成

立

・「男女共同参画の視点から

の防災・復興の取組指針」

策定　

・配偶者暴力防止法一部改正

（生活の本拠を共にする交

際相手からの暴力及びその

被害者を適用対象に拡大、

法律名の改正等）　　

・ストーカー規制法一部改正

（電子メールを送信する行

為の規制対象への追加等）

・「男女雇用機会均等法」の

指針に、同性間の言動もセ

クシュアルハラスメントに

当たることを記載

・「国際的な子の奪取の民事

上の側面に関する条約

（ハーグ条約）」加盟

・「すべての女性が輝く社会

づくり本部」設置

・女性活躍推進法成立

・第4次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）:平成28

～令和2年度

・「男女雇用機会均等法」改

正（妊娠・出産等に関する

ハラスメント防止措置義務

を新設）

・「育児・介護休業法」改正

（仕事と介護の両立を可能

とするための制度の整備

等）

・「ストーカー行為等の規制

等に関する法律」改正（規

制対象行為の拡大、罰則の

見直し等）

・「男女雇用機会均等法」職

場におけるハラスメント指

針に「性的指向・性自認」

を記載

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2012」改定

○計画期間：平成24～28年度

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」改定

○計画期間：平成24～28年度

・「東京都女性活躍推進白書」

策定

・男女平等・共同参画

センターの見直しの

検討

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女が平等に共同参

画する社会づくり条

例制定10周年・男女

平等・共同参画セン

ター設立20周年　記

念事業（フォーラム

開催、記念誌発行）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・職員の男女平等・共

同参画に関する意識

調査実施

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：平成28～

令和2年度

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

資

　
　料
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2005

（平成17）

2006

（平成18）

2007

（平成19）

2008

（平成20）

2009

（平成21）

2010

（平成22）

2011

（平成23）

・国連「北京＋10」世界閣

僚級会合（ニューヨー

ク）

○女性の地位向上宣言

　

　

　

・女子差別撤廃委員会が第

6回日本審査の総括所見

発表

・国連「北京＋15」記念会

合（ニューヨーク）

○「宣言」採択

・ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのため

の国連機関（UN　Women） 

正式発足

・第2次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）：平成18

～22年度

・男女雇用機会均等法改正

（男女双方に対する差別の

禁止、間接差別の禁止、妊

娠・出産等を理由とする不

利益取扱いの禁止、セクハ

ラ対策の措置義務化）

・｢仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章｣及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」

策定（仕事と生活の調和推

進官民トップ会議）

・配偶者暴力防止法一部改正

（生命等に危険が及ぶ脅迫

を対象に、裁判所による被

害者に対する禁止行為命令

の拡充等）

・パートタイム労働法一部改

正（均衡のとれた待遇の確

保の促進、通常の労働者へ

の転換の推進等）

・労働基準法一部改正（時間

外労働の削減、年次有給休

暇の有効活用）

・次世代育成支援対策推進法

一部改正（行動計画の公表

及び従業員への周知の義務

化、行動計画の届出義務企

業の拡大）

・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

基本的な方針」改定

・育児・介護休業法一部改正

（子育て期間中の働き方の

見直し、父親も子育てがで

きる働き方の実現、仕事と

介護の両立支援等）

・「仕事と生活の調和(ワー

ク・ライフ・バランス)憲

章｣及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」

改定（仕事と生活の調和推

進官民トップ会議）

・第3次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）：平成23

～27年度

・「次世代育成支援東京都行動

計画」策定

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」策定

○計画期間平成18～20年度

・東京都男女平等参画審議会   

答申「男女平等参画のための

東京都行動計画の改定にあ

たっての基本的考え方につい

て」

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2007」策定

○計画期間：平成19～23年度

　

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」改定

○計画期間：平成21～23年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

に関する意識実態調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・職員の男女平等･共

同参画に関する意識

調査実施

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施(対象1,500人)

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：平成23～

27年度

・男女平等・共同参画

に関する意識調査実

施（対象2,000人）
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2012

（平成24）

2013

（平成25）

2014

（平成26）

2015

（平成27）

2016

（平成28）

・第56回国連婦人の地位委

員会　「自然災害とジェ

ンダー」決議案採択

・第1回女性に関するASEAN

閣僚級会合開催（ラオ

ス）

・国連「北京＋20」記念会

合（ニューヨーク）

・UN Women 日本事務所開設

・「持続可能な開発のため

の2 0 3 0アジェンダ」

（SDGs）採択

・第60回国連女性の地位委

員会(女性のエンパワー

メントと持続可能な開発

との関連性、女性・女児

に対する暴力の撤廃及び

防止等)

・｢女性の活躍促進による経

済活性化｣行動計画～働く｢

なでしこ｣大作戦～策定

・子ども・子育て関連3法成

立

・「男女共同参画の視点から

の防災・復興の取組指針」

策定　

・配偶者暴力防止法一部改正

（生活の本拠を共にする交

際相手からの暴力及びその

被害者を適用対象に拡大、

法律名の改正等）　　

・ストーカー規制法一部改正

（電子メールを送信する行

為の規制対象への追加等）

・「男女雇用機会均等法」の

指針に、同性間の言動もセ

クシュアルハラスメントに

当たることを記載

・「国際的な子の奪取の民事

上の側面に関する条約

（ハーグ条約）」加盟

・「すべての女性が輝く社会

づくり本部」設置

・女性活躍推進法成立

・第4次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）:平成28

～令和2年度

・「男女雇用機会均等法」改

正（妊娠・出産等に関する

ハラスメント防止措置義務

を新設）

・「育児・介護休業法」改正

（仕事と介護の両立を可能

とするための制度の整備

等）

・「ストーカー行為等の規制

等に関する法律」改正（規

制対象行為の拡大、罰則の

見直し等）

・「男女雇用機会均等法」職

場におけるハラスメント指

針に「性的指向・性自認」

を記載

・男女平等参画のための東京都

行動計画「チャンス＆サポー

ト東京プラン2012」改定

○計画期間：平成24～28年度

・「東京都配偶者暴力対策基本

計画」改定

○計画期間：平成24～28年度

・「東京都女性活躍推進白書」

策定

・男女平等・共同参画

センターの見直しの

検討

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女が平等に共同参

画する社会づくり条

例制定10周年・男女

平等・共同参画セン

ター設立20周年　記

念事業（フォーラム

開催、記念誌発行）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・職員の男女平等・共

同参画に関する意識

調査実施

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：平成28～

令和2年度

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,000

人）

資

　
　料
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2017

（平成29）

2018

（平成30）

2019

（平成31/

令和元）

2020

（令和2）

2021

（令和3）

2022

（令和4）

 

・国際労働機関（ILO）「暴

力及びハラスメント条

約」採択

・国連「北京＋25」記念会

合（ニューヨーク）

・「育児・介護休業法」改正

（育児休業期間の延長、育

児休業等制度の個別周知、

育児目的休暇の新設等）

・「刑法」改正（規制対象行
為の拡大、非親告罪化等）

・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」成立

・「働き方改革関連法」成立

・「女性活躍推進法」改正

（一般事業主行動計画の策

定義務の対象拡大等）

・「配偶者暴力防止法」改正

（連携、協力すべき関係機

関として児童相談所を明確

化等）

・「災害対応力を強化する女

性の視点」（ガイドライ

ン）策定

・第5次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）:令和2～

7年度

・改正労働施策総合推進法

（パワハラ防止法）施行

　指針において、性的指向・

性自認に関する侮辱的な言

動等をパワハラであると明

記

・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」改正（政党その他の政

治団体の取組促進等）

・育児・介護休業法改正（男

性の育休取得に関する規定

等を追加）

・「東京都男女平等参画推進総

合計画」（「東京都女性活躍

推進計画」及び「東京都配偶

者暴力対策基本計画」で構

成）改定

・「東京都オリンピック憲章に

うたわれる人権尊重の理念実

現のための条例」制定

・「東京都性自認及び性的指向

に関する基本計画」策定

・男女平等参画のための都市間

ネットワーク（CHANGE）設立

・事業評価方法改定

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（調査票改

定・対象2,500人）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等・共同参画

審議会答申（①条例

改正、②事業評価、

③計画改定）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・職員の男女平等・共

同参画に関する意識

調査実施

・「男女が平等に共同

参画し性の多様性を

尊重する社会づくり

条例」改正施行

・「性的指向及び性自

認に基づく困難等の

解消に向けた対応指

針」策定

・男女平等･共同参画

推進計画を延伸（～

令和3年度）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：令和4～8

年度

75

　５　令和３（２０２１）年度目黒区男女平等･共同参画に関する
　　　区民意識調査の概要

１　調査の目的

この調査は、男女平等・共同参画に関する区民の意識を把握し、今後の関係施策を推進する

ための基礎資料を得ることを目的とする。

２　調査の内容

　Ⅰ　男女平等に関する意識と実態

　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

　Ⅲ　人権の尊重

　Ⅳ　区の男女平等・共同参画施策

３　調査方法と回収状況

　（１）調査地域	 目黒区全域

　（２）調査対象	 目黒区在住の 18 歳以上の個人

　（３）対象者数	 2,500 人（女性 1,250 人、男性 1,250 人）

　（４）抽出方法	 住民基本台帳を基に男女別に無作為抽出

　（５）調査方法	 郵送配布－郵送回収

　（６）調査期間	 令和 3（2021）年 4月 27 日（調査票発送）～令和 3（2021）年 5月 31 日

	 （返送締切）

　（７）調査実施機関	 目黒区総務部人権政策課

　（８）回収状況
資

　
　料

総　数

女　性

男　性

標本数

2,500

1,250

1,250

有効回収数

1,118

621

497

有効回収率

44.7％

49.7％

39.8％
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国連関係年 国 東京都 目黒区

2017

（平成29）

2018

（平成30）

2019

（平成31/

令和元）

2020

（令和2）

2021

（令和3）

2022

（令和4）

 

・国際労働機関（ILO）「暴

力及びハラスメント条

約」採択

・国連「北京＋25」記念会

合（ニューヨーク）

・「育児・介護休業法」改正

（育児休業期間の延長、育

児休業等制度の個別周知、

育児目的休暇の新設等）

・「刑法」改正（規制対象行
為の拡大、非親告罪化等）

・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」成立

・「働き方改革関連法」成立

・「女性活躍推進法」改正

（一般事業主行動計画の策

定義務の対象拡大等）

・「配偶者暴力防止法」改正

（連携、協力すべき関係機

関として児童相談所を明確

化等）

・「災害対応力を強化する女

性の視点」（ガイドライ

ン）策定

・第5次男女共同参画基本計

画策定

○計画期間（施策）:令和2～

7年度

・改正労働施策総合推進法

（パワハラ防止法）施行

　指針において、性的指向・

性自認に関する侮辱的な言

動等をパワハラであると明

記

・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」改正（政党その他の政

治団体の取組促進等）

・育児・介護休業法改正（男

性の育休取得に関する規定

等を追加）

・「東京都男女平等参画推進総

合計画」（「東京都女性活躍

推進計画」及び「東京都配偶

者暴力対策基本計画」で構

成）改定

・「東京都オリンピック憲章に

うたわれる人権尊重の理念実

現のための条例」制定

・「東京都性自認及び性的指向

に関する基本計画」策定

・男女平等参画のための都市間

ネットワーク（CHANGE）設立

・事業評価方法改定

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（調査票改

定・対象2,500人）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等・共同参画

審議会答申（①条例

改正、②事業評価、

③計画改定）

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・職員の男女平等・共

同参画に関する意識

調査実施

・「男女が平等に共同

参画し性の多様性を

尊重する社会づくり

条例」改正施行

・「性的指向及び性自

認に基づく困難等の

解消に向けた対応指

針」策定

・男女平等･共同参画

推進計画を延伸（～

令和3年度）

・男女平等・共同参画

審議会答申

・男女平等・共同参画

に関する区民意識調

査実施（対象2,500

人）

・男女平等･共同参画

推進計画改定

○計画期間：令和4～8

年度
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　５　令和３（２０２１）年度目黒区男女平等･共同参画に関する
　　　区民意識調査の概要

１　調査の目的

この調査は、男女平等・共同参画に関する区民の意識を把握し、今後の関係施策を推進する

ための基礎資料を得ることを目的とする。

２　調査の内容

　Ⅰ　男女平等に関する意識と実態

　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

　Ⅲ　人権の尊重

　Ⅳ　区の男女平等・共同参画施策

３　調査方法と回収状況

　（１）調査地域	 目黒区全域

　（２）調査対象	 目黒区在住の 18 歳以上の個人

　（３）対象者数	 2,500 人（女性 1,250 人、男性 1,250 人）

　（４）抽出方法	 住民基本台帳を基に男女別に無作為抽出

　（５）調査方法	 郵送配布－郵送回収

　（６）調査期間	 令和 3（2021）年 4月 27 日（調査票発送）～令和 3（2021）年 5月 31 日

	 （返送締切）

　（７）調査実施機関	 目黒区総務部人権政策課

　（８）回収状況
資

　
　料

総　数

女　性

男　性

標本数

2,500

1,250

1,250

有効回収数

1,118

621

497

有効回収率

44.7％

49.7％

39.8％
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４　回答者について

　（１）性別

	

　（２）年齢

４　回答者について

　（１）性別

	

　（２）年齢

①55.5%

②44.5%

Ｆ１　あなたの性別はどちらですか。

①女性

②男性

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

①1.0%

①0.8%

①0.9%

②8.7%

②10.5%

②9.7% ③14.3% ④22.2% ⑤18.0% ⑥15.7% ⑦19.3%

③14.8% ④22.9% ⑤17.9% ⑥16.1% ⑦17.1%

③13.7% ④21.3% ⑤18.1% ⑥15.1% ⑦22.1%男性

女性

合計

Ｆ２　あなたの年齢は次のどれですか。

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10歳代

④40歳代

⑤50歳代

⑥60歳代

⑦70歳代以上

②20歳代

③30歳代

77

資

　
　料

　（３）配偶者（事実婚のパートナーを含む。）の有無

	

　（４）「配偶者がいる」と回答した人の働き方

男性

女性

合計

Ｆ３　あなたに配偶者（事実婚のパートナーを含む。）はいらっしゃいますか。

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①配偶者がいる

②配偶者がいない

①64.1% ②35.9%

①61.7% ②38.3%

①67.2% ②32.8%

Ｆ３ー１　あなたの世帯は共働き（パート・アルバイトを含む。）ですか。

男性

女性

合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①共働きである

②共働きではない

全体 N＝717　女性 N=383　男性 N=334

①56.6% ②43.4%

①60.8% ②39.2%

①51.8% ②48.2%
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資

　
　料
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　（５）世帯構成

	

　（６）子どもと介護の必要な方の有無

①21.5% ②25.0% ③38.5%

④5.7%

⑤4.4%

⑥5.0%

①22.7% ②24.3% ③38.0%

④6.1%

⑤3.9%

⑥5.0%

①19.9% ②25.8% ③39.0%

④5.2%

⑤5.0%

⑥5.0%

男性

女性

合計

Ｆ４　あなたの世帯の構成は、次のどれに該当しますか。ご自身の立場
　　（自分が親、自分が子ども）にかかわらず、世帯構成をお答えください。

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①一人暮らし

④親と子ども夫婦
（二世代家族）

⑤親と子ども夫婦
と孫（三世代家族）

⑥その他

②夫婦のみ

③親と独身の子ども

Ｆ５　あなたの家庭には、次に該当するかたがいらっしゃいますか。
　　　（○は該当するものすべて）

①9.9%

②5.5%
③6.3%

④5.3%
⑤7.0%

⑥67.3%

⑦5.9%

①9.2%
②4.5%

③6.1%
④5.8%

⑤8.1%

⑥67.6%

⑦5.8%

①10.9%
②6.6%
③6.4%

④4.6%
⑤5.6%

⑥66.8%

⑦6.0%

男性

女性

合計

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80%

①未就学児

④中学生

⑤介護が必要なかた

⑥１〜５のいずれも
いない

⑦無回答

②小学１年生〜
３年生

③小学４年生〜
６年生
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　６　男女共同参画社会基本法

平成１１年６月２３日法律第７８号

最終改正：平成１１年１２月２２日法律第１６０号

目次

　前文

　第一章　総則（第一条―第十二条） 

　第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

　　　　的施策（第十三条―第二十条） 

　第三章　男女共同参画会議（第二十一条―第二十八　

　　　　条） 

　附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則 

（目的）

第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。

二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。

（男女の人権の尊重）

第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）

第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中

立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。

資

　
　料
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　（５）世帯構成

	

　（６）子どもと介護の必要な方の有無

①21.5% ②25.0% ③38.5%

④5.7%

⑤4.4%

⑥5.0%

①22.7% ②24.3% ③38.0%

④6.1%

⑤3.9%

⑥5.0%

①19.9% ②25.8% ③39.0%

④5.2%

⑤5.0%

⑥5.0%

男性

女性

合計

Ｆ４　あなたの世帯の構成は、次のどれに該当しますか。ご自身の立場
　　（自分が親、自分が子ども）にかかわらず、世帯構成をお答えください。

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①一人暮らし

④親と子ども夫婦
（二世代家族）

⑤親と子ども夫婦
と孫（三世代家族）

⑥その他

②夫婦のみ

③親と独身の子ども

Ｆ５　あなたの家庭には、次に該当するかたがいらっしゃいますか。
　　　（○は該当するものすべて）

①9.9%

②5.5%
③6.3%

④5.3%
⑤7.0%

⑥67.3%

⑦5.9%

①9.2%
②4.5%

③6.1%
④5.8%

⑤8.1%

⑥67.6%

⑦5.8%

①10.9%
②6.6%
③6.4%

④4.6%
⑤5.6%

⑥66.8%

⑦6.0%

男性

女性

合計

全体 N＝1,118　女性 N=621　男性 N=497

0% 20% 40% 60% 80%

①未就学児

④中学生

⑤介護が必要なかた

⑥１〜５のいずれも
いない

⑦無回答

②小学１年生〜
３年生

③小学４年生〜
６年生
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明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則 

（目的）

第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。

二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。

（男女の人権の尊重）

第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）

第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中

立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の

形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）

第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。
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（国際的協調）

第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。

（国の責務）

第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

（法制上の措置等）

第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。

（年次報告等）

第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。

　　　第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基

　　　　　　本的施策 

（男女共同参画基本計画）

第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。

一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱

二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。

５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）

第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。

一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。

（国民の理解を深めるための措置）

第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。

（苦情の処理等）

第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響
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を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害

された場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。

（調査研究）

第十八条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要

な調査研究を推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）

第十九条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第二十条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同

参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。

　　　第三章　男女共同参画会議 

（設置）

第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。

（所掌事務）

第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。

二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。

三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。

四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。

（組織）

第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。

（議長）

第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。

２　議長は、会務を総理する。

（議員）

第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者

二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の十分の五未満であってはならない。

３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満で

あってはならない。

４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）

第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

（資料提出の要求等）

第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）

第二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令

で定める。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。

（経過措置）

第三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一

項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって
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（国際的協調）

第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。

（国の責務）

第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。

（国民の責務）

第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

（法制上の措置等）

第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。

（年次報告等）

第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。

　　　第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基

　　　　　　本的施策 

（男女共同参画基本計画）

第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。

一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱

二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。

５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。

（都道府県男女共同参画計画等）

第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。

一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。

（国民の理解を深めるための措置）

第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。

（苦情の処理等）

第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響

81

を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害

された場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。

（調査研究）

第十八条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要

な調査研究を推進するように努めるものとする。

（国際的協調のための措置）

第十九条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第二十条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同

参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。

　　　第三章　男女共同参画会議 

（設置）

第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。

（所掌事務）

第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。

二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。

三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。

四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。

（組織）

第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。

（議長）

第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。

２　議長は、会務を総理する。

（議員）

第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者

二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の十分の五未満であってはならない。

３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満で

あってはならない。

４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。

（議員の任期）

第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。

２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

（資料提出の要求等）

第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。

（政令への委任）

第二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令

で定める。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。

（経過措置）

第三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一

項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって
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存続するものとする。

２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項

の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であ

る者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日におけ

る旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。

３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であ

る者又は同条第三項の規定により指名された委員である

者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第

一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同

条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委

員として指名されたものとみなす。

　　附則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）抄

（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

一　略

二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の

日

（委員等の任期に関する経過措置）

第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員

である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当

該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法

律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から十まで　略

十一　男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）

第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。

　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）

　抄

（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成

十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五

条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第

千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　

公布の日
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　７　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

平成１３年４月１３日法律第３１号

最終改正：令和元年６月２６日法律第４６号

目次

　前文

　第一章　総則（第一条・第二条） 

　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等（第二条

　　　　　　の二・第二条の三） 

　第二章　配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五

　　　　条） 

　第三章　被害者の保護（第六条―第九条の二） 

　第四章　保護命令（第十条―第二十二条） 

　第五章　雑則（第二十三条―第二十八条） 

　第五章の二　補則（第二十八条の二） 

　第六章　罰則（第二十九条・第三十条） 

　附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則

（定義）

第一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対

する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む

ものとする。

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力

を受けた者をいう。

３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の

事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の自立を支援することを含め、そ

の適切な保護を図る責務を有する。

　　　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針）

第二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。）を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。

一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項

二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項

三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。

４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）

第二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府
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存続するものとする。

２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項

の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であ

る者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日におけ

る旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。

３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であ

る者又は同条第三項の規定により指名された委員である

者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第

一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同

条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委

員として指名されたものとみなす。

　　附則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）抄

（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

一　略

二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の

日

（委員等の任期に関する経過措置）

第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員

である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当

該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法

律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から十まで　略

十一　男女共同参画審議会

（別に定める経過措置）

第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。

　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）

　抄

（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成

十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五

条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第

千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　

公布の日
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　７　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

平成１３年４月１３日法律第３１号

最終改正：令和元年６月２６日法律第４６号

目次

　前文

　第一章　総則（第一条・第二条） 

　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等（第二条

　　　　　　の二・第二条の三） 

　第二章　配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五

　　　　条） 

　第三章　被害者の保護（第六条―第九条の二） 

　第四章　保護命令（第十条―第二十二条） 

　第五章　雑則（第二十三条―第二十八条） 

　第五章の二　補則（第二十八条の二） 

　第六章　罰則（第二十九条・第三十条） 

　附則

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則

（定義）

第一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対

する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む

ものとする。

２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力

を受けた者をいう。

３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の

事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の自立を支援することを含め、そ

の適切な保護を図る責務を有する。

　　　第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針）

第二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。）を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。

一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項

二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項

三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項

３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。

４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）

第二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府
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県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。

２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針

二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項

三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。

　　　第二章　配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター）

第三条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所

その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力

相談支援センターとしての機能を果たすようにするもの

とする。

２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするよう努めるものとする。

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うも

のとする。

一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介す

ること。

二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急

時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

四　被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。

五　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。

六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。

４　前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、

又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。

５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。

（婦人相談員による相談等）

第四条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導

を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第五条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護

を行うことができる。

　　　第三章　被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第六条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同

じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めな

ければならない。

２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相

談支援センター又は警察官に通報することができる。こ

の場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。

３　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならな

い。

４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者
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暴力相談支援センター等の利用について、その有する情

報を提供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明

等）

第七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）

第八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第

百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者か

らの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けた

い旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当

該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委

員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第

百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和

三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当

たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたと

きは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。

　　　第四章　保護命令 

（保護命令）

第十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同

じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場

合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対

する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）によ

り、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である

場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第

三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。た

だし、第二号に掲げる事項については、申立ての時にお

いて被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合

に限る。

一　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないこと。

二　命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者

と共に生活の本拠としている住居から退去すること及

び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる
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県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。

２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針

二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項

三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。

　　　第二章　配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター）

第三条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所

その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力

相談支援センターとしての機能を果たすようにするもの

とする。

２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするよう努めるものとする。

３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うも

のとする。

一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介す

ること。

二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。

三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急

時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

四　被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。

五　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。

六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。

４　前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、

又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。

５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。

（婦人相談員による相談等）

第四条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導

を行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第五条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護

を行うことができる。

　　　第三章　被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第六条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同

じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めな

ければならない。

２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相

談支援センター又は警察官に通報することができる。こ

の場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。

３　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならな

い。

４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者
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暴力相談支援センター等の利用について、その有する情

報を提供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明

等）

第七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）

第八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第

百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者か

らの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けた

い旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当

該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委

員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第

百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和

三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当

たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたと

きは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。

　　　第四章　保護命令 

（保護命令）

第十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同

じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場

合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対

する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）によ

り、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である

場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第

三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。た

だし、第二号に掲げる事項については、申立ての時にお

いて被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合

に限る。

一　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないこと。

二　命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者

と共に生活の本拠としている住居から退去すること及

び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる
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ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対し

て次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと

を命ずるものとする。

一　面会を要求すること。

二　その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。

六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。

七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。

八　その性的羞(しゅう)恥心を害する事項を告げ、若し

くはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。

３　第一項本文に規定する場合において、被害者がその

成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条

第一項第三号において単に「子」という。）と同居して

いるときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑う

に足りる言動を行っていることその他の事情があること

から被害者がその同居している子に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため必要があ

ると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子

の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五

歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

４　第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害

者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を

有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居し

ている者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し

掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその親族等に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止するた

め必要があると認めるときは、第一項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものとする。

５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該

親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合に

あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。

（管轄裁判所）

第十一条　前条第一項の規定による命令の申立てに係る事

件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住

所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。

２　前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に

掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

一　申立人の住所又は居所の所在地

二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）

第十二条　第十条第一項から第四項までの規定による命令

（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる

事項を記載した書面でしなければならない。

一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況

二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け

る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての

時における事情

三　第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該同居している子に関して配
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偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情

四　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情

五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実がある

ときは、次に掲げる事項

イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職

員の所属官署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び

場所

ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内

容

２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申

立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項につ

いての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治

四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証

を受けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）

第十三条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）

第十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。

２　申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人

が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこ

れに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を

求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。

３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶

者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立

人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡し

によって、その効力を生ずる。

３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに

その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載

された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。

５　保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）

第十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。

２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな

い。

３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明が

あったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時

抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずること

ができる。

４　前項の規定により第十条第一項第一号の規定による

命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、

裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。

５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て

ることができない。

６　抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令

を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの
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ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対し

て次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと

を命ずるものとする。

一　面会を要求すること。

二　その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。

六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。

七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。

八　その性的羞(しゅう)恥心を害する事項を告げ、若し

くはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。

３　第一項本文に規定する場合において、被害者がその

成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条

第一項第三号において単に「子」という。）と同居して

いるときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑う

に足りる言動を行っていることその他の事情があること

から被害者がその同居している子に関して配偶者と面会

することを余儀なくされることを防止するため必要があ

ると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月

を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子

の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校

その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五

歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

４　第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害

者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を

有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居し

ている者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し

掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその親族等に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止するた

め必要があると認めるときは、第一項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものとする。

５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該

親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合に

あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。

（管轄裁判所）

第十一条　前条第一項の規定による命令の申立てに係る事

件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住

所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。

２　前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に

掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

一　申立人の住所又は居所の所在地

二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫が行われた地

（保護命令の申立て）

第十二条　第十条第一項から第四項までの規定による命令

（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる

事項を記載した書面でしなければならない。

一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況

二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け

る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての

時における事情

三　第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該同居している子に関して配

87

偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情

四　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該

命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情

五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実がある

ときは、次に掲げる事項

イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職

員の所属官署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び

場所

ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容

ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内

容

２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申

立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項につ

いての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治

四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証

を受けたものを添付しなければならない。

（迅速な裁判）

第十三条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）

第十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。

２　申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人

が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこ

れに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を

求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。

３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶

者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立

人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡し

によって、その効力を生ずる。

３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに

その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載

された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。

５　保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）

第十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。

２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな

い。

３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明が

あったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時

抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずること

ができる。

４　前項の規定により第十条第一項第一号の規定による

命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、

裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。

５　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て

ることができない。

６　抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令

を取り消す場合において、同条第二項から第四項までの

資

　
　料
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規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、

当該命令をも取り消さなければならない。

７　前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の

停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したと

きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通

知するものとする。

８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用す

る。

（保護命令の取消し）

第十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令

を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は

第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号

の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命

令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とする。

２　前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定によ

る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取

り消す場合について準用する。

３　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場

合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）

第十八条　第十条第一項第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を

理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあっ

たときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として

いる住居から転居しようとする被害者がその責めに帰す

ることのできない事由により当該発せられた命令の効力

が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住

居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべ

き事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を

発しないことができる。

２　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の

適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次

に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号

に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号

及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲

げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）

第十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項

の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。

（法務事務官による宣誓認証）

第二十条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄

区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行

うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若

しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に

第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の認証を行わせることができ

る。

（民事訴訟法の準用）

第二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限

り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用

する。

（最高裁判所規則）

第二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

　　　第五章　雑則 

（職務関係者による配慮等）

第二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の

心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者

の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし

なければならない。

２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）
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第二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に

努めるものとする。

（調査研究の推進等）

第二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のた

めの指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）

第二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）

第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。

一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用

を除く。）

二　第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行

う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に

要する費用

三　第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用

四　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２　市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。

（国の負担及び補助）

第二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第

一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五

を負担するものとする。

２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用

の十分の五以内を補助することができる。

一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの

二　市が前条第二項の規定により支弁した費用

　　　第五章の二　補則 

（この法律の準用）

第二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章までの規

定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）

をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該

関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。

　　　第六章　罰則 

第二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用す

る第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。

次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。

第三十条　第十二条第一項（第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二

において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八

条の二において準用する第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべ

第二条

第六条第一項

第十条第一項か

ら第四項まで、

第十一条第二項

第二号、第十二

条第一項第一号

から第四号まで

及び第十八条第

一項

第十条第一項

被害者（第二十

八条の二に規定

する関係にある

相手からの暴力

を受けた者をい

う。以下同じ。）

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者

第二十八条の二

に規定する関係

にある相手

第二十八条の二

に規定する関係

を解消した場合

被害者

配偶者又は配偶

者であった者

配偶者

離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合

資

　
　料
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規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、

当該命令をも取り消さなければならない。

７　前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の

停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したと

きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通

知するものとする。

８　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用す

る。

（保護命令の取消し）

第十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令

を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は

第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号

の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命

令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とする。

２　前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定によ

る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取

り消す場合について準用する。

３　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場

合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）

第十八条　第十条第一項第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を

理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあっ

たときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として

いる住居から転居しようとする被害者がその責めに帰す

ることのできない事由により当該発せられた命令の効力

が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住

居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべ

き事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を

発しないことができる。

２　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の

適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次

に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号

に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号

及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲

げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる

事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。

（事件の記録の閲覧等）

第十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項

の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。

（法務事務官による宣誓認証）

第二十条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄

区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行

うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若

しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に

第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の認証を行わせることができ

る。

（民事訴訟法の準用）

第二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限

り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用

する。

（最高裁判所規則）

第二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

　　　第五章　雑則 

（職務関係者による配慮等）

第二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の

心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者

の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし

なければならない。

２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）
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第二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に

努めるものとする。

（調査研究の推進等）

第二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のた

めの指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）

第二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）

第二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。

一　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用

を除く。）

二　第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行

う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に

要する費用

三　第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用

四　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２　市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。

（国の負担及び補助）

第二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第

一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五

を負担するものとする。

２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用

の十分の五以内を補助することができる。

一　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの

二　市が前条第二項の規定により支弁した費用

　　　第五章の二　補則 

（この法律の準用）

第二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章までの規

定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）

をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該

関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。

　　　第六章　罰則 

第二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用す

る第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。

次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。

第三十条　第十二条第一項（第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二

において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八

条の二において準用する第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべ

第二条

第六条第一項

第十条第一項か

ら第四項まで、

第十一条第二項

第二号、第十二

条第一項第一号

から第四号まで

及び第十八条第

一項

第十条第一項

被害者（第二十

八条の二に規定

する関係にある

相手からの暴力

を受けた者をい

う。以下同じ。）

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者

第二十八条の二

に規定する関係

にある相手

第二十八条の二

に規定する関係

を解消した場合

被害者

配偶者又は配偶

者であった者

配偶者

離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合

資

　
　料
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き事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令

の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、

第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四

年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し

被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、

又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者

からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援セ

ンター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

（検討）

第三条　この法律の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。

　　附　則　（平成一六年六月二日法律第六四号）

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。

（経過措置）

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（次項において「旧法」という。）第十条の規定による

命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。

２　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に

当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事

実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立

て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）が

あった場合における新法第十八条第一項の規定の適用に

ついては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とす

る。

（検討）

第三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を

目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。

　　附　則　（平成一九年七月一一日法律第一一三号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。

（経過措置）

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。

　　附　則　（平成二五年七月三日法律第七二号）

　　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。

　　附　則　（平成二六年四月二三日法律第二八号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

一　略

二　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、

第十二条及び第十五条から第十八条までの規定　平成

二十六年十月一日

　　附　則　（令和元年六月二六日法律第四六号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。

一　附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定　公布

の日

（その他の経過措置の政令への委任）

第四条　前二条に規定するもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討等）

第八条　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報
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の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力

の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定

による命令の申立てをすることができる同条第一項に

規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三

年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者から

の暴力に係る加害者の地域社会における更生のための

指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

資

　
　料
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き事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令

の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者

暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、

第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四

年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し

被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、

又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者

からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援セ

ンター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

（検討）

第三条　この法律の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。

　　附　則　（平成一六年六月二日法律第六四号）

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。

（経過措置）

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（次項において「旧法」という。）第十条の規定による

命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。

２　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に

当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事

実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立

て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）が

あった場合における新法第十八条第一項の規定の適用に

ついては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とす

る。

（検討）

第三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を

目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。

　　附　則　（平成一九年七月一一日法律第一一三号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。

（経過措置）

第二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。

　　附　則　（平成二五年七月三日法律第七二号）

　　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。

　　附　則　（平成二六年四月二三日法律第二八号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

一　略

二　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、

第十二条及び第十五条から第十八条までの規定　平成

二十六年十月一日

　　附　則　（令和元年六月二六日法律第四六号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。

一　附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定　公布

の日

（その他の経過措置の政令への委任）

第四条　前二条に規定するもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討等）

第八条　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報
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の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力

の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定

による命令の申立てをすることができる同条第一項に

規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三

年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者から

の暴力に係る加害者の地域社会における更生のための

指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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　８　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

目次

　第一章　総則（第一条―第四条） 

　第二章　基本方針等（第五条・第六条） 

　第三章　事業主行動計画等 

　　第一節　事業主行動計画策定指針（第七条） 

　　第二節　一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

　　第三節　特定事業主行動計画（第十九条） 

　　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表（第二十

　　　　　条・第二十一条） 

　第四章　女性の職業生活における活躍を推進するための

　　　　支援措置（第二十二条―第二十九条） 

　第五章　雑則（第三十条―第三十三条） 

　第六章　罰則（第三十四条―第三十九条） 

　附則

　　　第一章　総則 

（目的）

第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一

年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等

について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多

様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的とする。

（基本原則）

第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ

の活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を

反映した職場における慣行が女性の職業生活における活

躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十

分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を

営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭

生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わ

ず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とし

て、行われなければならない。

３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が

尊重されるべきものであることに留意されなければなら

ない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）

第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す

るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。

　　　第二章　基本方針等 

（基本方針）

第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ

平成２７年９月４日法律第６４号
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ばならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。

一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向

二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項

三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項

ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項

四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。

５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）

第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道

府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

　　　第三章　事業主行動計画等 

　　　　第一節　事業主行動計画策定指針 

第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本

方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策

定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」とい

う。）を定めなければならない。

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める

ものとする。

一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項

三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。

　　　　第二節　一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等）

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般

事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数

が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期

３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的
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　８　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

目次

　第一章　総則（第一条―第四条） 

　第二章　基本方針等（第五条・第六条） 

　第三章　事業主行動計画等 

　　第一節　事業主行動計画策定指針（第七条） 

　　第二節　一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

　　第三節　特定事業主行動計画（第十九条） 

　　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表（第二十

　　　　　条・第二十一条） 

　第四章　女性の職業生活における活躍を推進するための

　　　　支援措置（第二十二条―第二十九条） 

　第五章　雑則（第三十条―第三十三条） 

　第六章　罰則（第三十四条―第三十九条） 

　附則

　　　第一章　総則 

（目的）

第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一

年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等

について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多

様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的とする。

（基本原則）

第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ

の活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を

反映した職場における慣行が女性の職業生活における活

躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十

分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を

営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭

生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わ

ず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うため

に必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生

活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とし

て、行われなければならない。

３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が

尊重されるべきものであることに留意されなければなら

ない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

（事業主の責務）

第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す

るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。

　　　第二章　基本方針等 

（基本方針）

第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
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ばならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。

一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向

二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項

三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項

ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項

四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。

５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）

第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道

府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。

　　　第三章　事業主行動計画等 

　　　　第一節　事業主行動計画策定指針 

第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本

方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策

定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」とい

う。）を定めなければならない。

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める

ものとする。

一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項

三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。

　　　　第二節　一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等）

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般

事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数

が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期

３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的
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に定めなければならない。

４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。

５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。

６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。

８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一

般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しく

は通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第

十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならな

い。

（認定の取消し）

第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ

とができる。

一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動

計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に

定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務

を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第

七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選

任していること、当該女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及

び第七項の規定は、適用しない。

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。

２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り

消すことができる。

一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。

三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽

の公表をしたとき。

四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に

基づく命令に違反したとき。

五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）

第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百
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人以下のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な

労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承

認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六

条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事

業主については、適用しない。

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働

省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接

又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である

中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及

び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生

労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生

労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったもの

をいう。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二

項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の

三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項

並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項

及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の

募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃

止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える

ものとする。

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよう

とする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四

号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者」とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提

供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法に

ついて指導することにより、当該募集の効果的かつ適切

な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、

一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施さ

れるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。

　　　　第三節　特定事業主行動計画 

第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務

年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に
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に定めなければならない。

４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。

５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。

６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。

８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一

般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しく

は通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第

十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならな

い。

（認定の取消し）

第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ

とができる。

一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動

計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に

定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務

を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第

七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選

任していること、当該女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及

び第七項の規定は、適用しない。

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。

２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り

消すことができる。

一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。

三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽

の公表をしたとき。

四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に

基づく命令に違反したとき。

五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）

第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百
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人以下のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な

労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承

認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六

条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事

業主については、適用しない。

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働

省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接

又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である

中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及

び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生

労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生

労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったもの

をいう。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二

項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の

三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項

並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項

及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の

募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃

止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える

ものとする。

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよう

とする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四

号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者」とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提

供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法に

ついて指導することにより、当該募集の効果的かつ適切

な実施を図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、

一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施さ

れるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。

　　　　第三節　特定事業主行動計画 

第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変

更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務

年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に

資

　
　料
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占める女性職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、こ

れを定めなければならない。この場合において、前項第

二号の目標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務

時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合そ

の他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならな

い。

７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標

を達成するよう努めなければならない。

　　　　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。

一　その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備に関する実績

２　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情

報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努

めなければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。

一　その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績

二　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に

資する勤務環境の整備に関する実績

　　　第四章　女性の職業生活における活躍を推進するた

　　　　　　めの支援措置 

（職業指導等の措置等）

第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの

相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託することが

できる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）

第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その

他の特別の法律によって設立された法人であって政令で

定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予

算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認

定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関

する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において

「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大そ

の他の必要な施策を実施するものとする。

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。

（啓発活動）

第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも

のとする。
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（情報の収集、整理及び提供）

第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生

活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。

（協議会）

第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国

及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が

講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が

講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における

活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区

域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関

係機関により構成される協議会（以下「協議会」とい

う。）を組織することができる。

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の

構成員として加えるものとする。

３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。

一　一般事業主の団体又はその連合団体

二　学識経験者

三　その他当該関係機関が必要と認める者

４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとと

もに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うものとする。

５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。

（秘密保持義務）

第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務

に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

　　　第五章　雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業

主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主であ

る同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定に

よる公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する

情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特

例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事

業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、

当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その

旨を公表することができる。

（権限の委任）

第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第

十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）

第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。

　　　第六章　罰則 

第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定法

第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした

者

二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万

円以下の罰金に処する。
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占める女性職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、こ

れを定めなければならない。この場合において、前項第

二号の目標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務

時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合そ

の他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならな

い。

７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標

を達成するよう努めなければならない。

　　　　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。

一　その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備に関する実績

２　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情

報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努

めなければならない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。

一　その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績

二　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に

資する勤務環境の整備に関する実績

　　　第四章　女性の職業生活における活躍を推進するた

　　　　　　めの支援措置 

（職業指導等の措置等）

第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの

相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託することが

できる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）

第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その

他の特別の法律によって設立された法人であって政令で

定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予

算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認

定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関

する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において

「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大そ

の他の必要な施策を実施するものとする。

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。

（啓発活動）

第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも

のとする。
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（情報の収集、整理及び提供）

第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生

活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。

（協議会）

第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国

及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が

講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が

講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における

活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区

域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関

係機関により構成される協議会（以下「協議会」とい

う。）を組織することができる。

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の

構成員として加えるものとする。

３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。

一　一般事業主の団体又はその連合団体

二　学識経験者

三　その他当該関係機関が必要と認める者

４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとと

もに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うものとする。

５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。

（秘密保持義務）

第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務

に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

　　　第五章　雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業

主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主であ

る同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定に

よる公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する

情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特

例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事

業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、

当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その

旨を公表することができる。

（権限の委任）

第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第

十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）

第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。

　　　第六章　罰則 

第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定法

第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした

者

二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第

三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万

円以下の罰金に処する。
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一　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場

合を含む。）の規定に違反した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者

四　第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。

第三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附

則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

（この法律の失効）

第二条　この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。

２　第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事

していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。

４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。

（政令への委任）

第三条　前条第二項から第四項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

　　附　則　（平成二九年三月三一日法律第一四号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

一　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える

改正規定及び附則第三十五条の規定　公布の日

二・三　略

四　第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条

第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び

第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正

規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」

を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条

の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第

五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附

則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第

十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第

百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第

十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次

号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年

法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第

四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に

関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条

第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から

第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び

第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の

四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二

条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定　平成三十年一月一日

（罰則に関する経過措置）

第三十四条　この法律（附則第一条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

　　附　則　（令和元年六月五日法律第二四号）

　　抄

99

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一　第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の

改正規定並びに次条及び附則第六条の規定　公布の日

二　第二条の規定　公布の日から起算して三年を超えな

い範囲内において政令で定める日

（罰則に関する経過措置）

第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

資

　
　料
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一　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場

合を含む。）の規定に違反した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者

四　第十六条第五項において準用する職業安定法第

五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。

第三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

　　　附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附

則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

（この法律の失効）

第二条　この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。

２　第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事

していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。

４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。

（政令への委任）

第三条　前条第二項から第四項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

　　附　則　（平成二九年三月三一日法律第一四号）

　　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

一　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える

改正規定及び附則第三十五条の規定　公布の日

二・三　略

四　第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条

第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び

第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正

規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」

を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条

の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第

五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附

則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第

十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第

百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第

十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次

号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年

法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第

四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に

関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条

第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から

第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び

第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の

四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二

条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定　平成三十年一月一日

（罰則に関する経過措置）

第三十四条　この法律（附則第一条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

　　附　則　（令和元年六月五日法律第二四号）

　　抄

99

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一　第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の

改正規定並びに次条及び附則第六条の規定　公布の日

二　第二条の規定　公布の日から起算して三年を超えな

い範囲内において政令で定める日

（罰則に関する経過措置）

第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

資

　
　料
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